
計画項目 評価指標
毎年度目標

設定

資源の必要量・現在の取

組整備見込み量の記載

(R11時点目標）

現状確認のた

めの評価指標

回数 R7 R8 R9 R10 R11
児相所内研修 年１回 30% 30% 30% 30% 30%

施設内研修 年１回 30% 30% 30% 30% 30%

こどもに対する説明会（施設実施） 年１回 20% 40% 60% 80% 100%

R11
利用可能なこどもの人数 153
利用可能なこどもの割合 50.0%
事業を利用したこどもの割合 50.0%

第三者への委託状況 有

体制整備方法 施設において年１回措置児童へのアンケートを実施。認知度平均を毎年確認する。

体制整備方法 施設において年１回措置児童へのアンケートを実施する。

体制整備方法 施設において年１回の措置児童へのアンケートを実施。満足度平均を毎年確認する。

R7 R8 R9 R10 R11
意見表明ができるこどもの割合 50.00% 50% 50% 50% 50%
満足度（５段階中３以上を選択したこどもの割合） 50% 50% 50% 50% 50%

体制整備方法 アンケートを実施して措置児童の意見を確認する。

○

措置児童等を対象とした日頃から意見表明ができるこどもの割

合及び意見表明に係る満足度
○ ○（確認方法体制整備 ○

児童福祉審議会におけるこどもの権利擁護に関する専門部会又

はその他のこどもの権利擁護機関の設置状況、当該専門部会又

は権利擁護機関に対しこどもから意見の申立てがあった件数

○（実施体制整備

社会的養護施策策定の際の検討委員会への当事者であるこども

（社会的養護経験者を含む。）の委員としての参画の有無や、

措置児童等に対するヒアリングやアンケートの実施の有無

○（実施体制整備 ○

指標案

体制整備方法 児童福祉審議会におけるこどもの権利擁護に関する専門部会は社会福祉審議会児童福祉専門分科会において実施する。

意見表明等支援事業の実施状況（利用可能なこどもの人数及び

割合並びにそのうち事業を利用したこどもの割合、第三者への

事業委託状況（こどもと利益相反のない独立性を担保している

か）

○ ○

利用度（利用したことがあるか、利用しやすいか） ○（確認方法体制整備 ○

満足度（利用してどうだったか） ○（確認方法体制整備

○

措置児童等を対象としたこどもの権利擁護に関する取組に係る

こども本人の認知度
○（確認方法体制整備 ○

第３章１ 当事者であ

るこどもの権利擁護の

取組（意見聴取・アド

ボカシー）

社会的養護に関わる関係職員（児童相談所、一時保護施設、里

親・ファミリーホーム、施設、里親支援センター、児童家庭支

援センター、意見表明等支援事業の委託先団体等の職員）及び

こども自身に対するこどもの権利や権利擁護手段に関する研修

や啓発プログラム等の実施回数、受講者等数

○ ○ ○



計画項目 評価指標
毎年度目標

設定

資源の必要量・現在の取

組整備見込み量の記載

(R11時点目標）

現状確認のた

めの評価指標
指標案

R6 R7 R8 R9 R10 R11

こども家庭センター設置市町村数 17 25 33 33 33 33

R7 R8 R9 R10 R11

回数(５日間) 1 1 1 1 1

受講者 20 20 20 20 20

R7 R8 R9 R10 R11

県から市への出向人数 1 1 1 1 1

対応見込み量 計画最終年度までに要保護児童及び要支援児童分のサポートプランが100％策定できるよう支援を実施。

令和６年度中までに市町村が決定することから現時点では記載しない。

子育て短期支援事業を委託している施設等数 R7 R8 R9 R10 R11
ファミリーホーム 0 0 0 0 0
児童家庭支援センター 0 0 0 0 0

子育て短期支援事業を委託している里親数 0 1 2 9 24

R7 R8 R9 R10 R11

児童家庭支援センター設置数 1 1 1 1 1

R7 R8 R9 R10 R11
委託件数 2 3 3 4 4
新規指導件数(過年度平均) 28 28 28 28 28
割合 7% 11% 11% 14% 14%

R7 R8 R9 R10 R11

市町村から家庭支援事業を委託されている児童家庭支援セ

ンター
0 0 0 0 0

○

○○○

○

○

○

○ ○

こども家庭福祉行政に携わる市区町村職員に対する研修の実施

回数、受講者数

○○
市区町村から家庭支援事業を委託されている児童家庭支援セン

ター数

こども家庭センターの設置数

○ ○

○○

児童家庭支援センターの設置数 ○ ○ ○

市区町村における子育て短期支援事業を委託している里親・

ファミリーホーム、児童家庭支援センター数

第３章２身近な地域に

おけるこども家庭支援

体制の構築等に向けた

取組

○ ○ ○児童相談所からの在宅指導措置委託件数と割合

○

○ ○

○

都道府県と市区町村との人材交流の実施状況

市町村こども・子育て支援事業計画における家庭支援事業の確

保方策の達成率

こども家庭センターにおけるサポートプランの策定状況



計画項目 評価指標
毎年度目標

設定

資源の必要量・現在の取

組整備見込み量の記載

(R11時点目標）

現状確認のた

めの評価指標
指標案

R7 R8 R9 R10 R11
妊産婦等生活援助事業の実施事業所数 0 0 0 0 0

R7 R8 R9 R10 R11

助産施設の設置数 0 0 0 0 0

R7 R8 R9 R10 R11
参加者(延べ) 250 250 250 250 250

回数 10 10 10 10 10

R7 R8 R9 R10 R11
事業実施数 1 1 1 1 1

○ ○ ○

特定妊婦等への支援に関係する職員等に対する研修の実施回

数、受講者数
○ ○ ○

第３章３支援を必要と

する妊産婦等の支援に

向けた取組

妊産婦等生活援助事業の実施事業所数 ○ ○ ○

助産施設の設置数 ○ ○ ○

相談や一時的な居場所の提供を実施する事業実施数



計画項目 評価指標
毎年度目標

設定

資源の必要量・現在の取

組整備見込み量の記載

(R11時点目標）

現状確認のた

めの評価指標
指標案

里親委託率 R7 R8 R9 R10 R11
0-2歳 15.8% 16.7% 27.8% 35.3% 42.1%
3-6歳 23.9% 27.3% 32.6% 39.0% 46.2%
7歳～ 25.2% 29.3% 34.8% 52.2% 51.1%
計 24.6% 28.4% 34.3% 41.1% 50.5%

R7 R8 R9 R10 R11
里親登録率 90.0% 92.0% 94.3% 97.4% 101.0%
里親稼働率 27.2% 30.8% 36.3% 52.5% 49.9%

R7 R8 R9 R10 R11
里親登録数 260 257 255 255 257
 専門里親数 13 14 15 16 17
 養育里親数 150 148 147 147 148
 養子縁組里親数 97 96 95 95 96

新規里親登録数 15 25 35 45 55
委託里親数 71 79 93 108 128
委託児童数 85 95 111 130 154

R7 R8 R9 R10 R11
新規ホーム数 0 0 0 0 0
ファミリーホーム数 0 0 0 0 0

R5
委託里親の割合 25.30%

R7 R8 R9 R10 R11
開催件数 2 2 2 2 2

R7 R8 R9 R10 R11
里親支援センター 1 1 1 1 1

R7 R8 R9 R10 R11
里親支援専門児童福祉司 3 3 3 3 3

R7 R8 R9 R10 R11
民間フォスタリング機関 0 0 0 0 0

R7 R8 R9 R10 R11
開催回数(児相・民間） 11 11 11 11 11
参加者 50組 50組 50組 50組 50組

養育里親、専門里親、養子縁組里親それぞれの里親登録（認

定）数、新規里親登録（認定）数、委託里親数、委託こども数

○○ ○

第３章４家庭と同様の

養育環境である里親等

への支援及び委託の推

進に向けた取組

里親支援センターの設置数、民間への委託数 ○ ○ ○

児童相談所における里親等支援体制の整備

○ ○ ○

ファミリーホーム数、新規ホーム数、委託こども数

里親登録（認定）に対する委託里親の割合 ○

里親登録（認定）に係る都道府県児童福祉審議会の開催件数 ○

３歳未満、３歳以上の就学前、学童期以降の里親等委託率、登

録率、稼働率
○ ○ ○

○ ○

基礎研修、登録前研修、更新研修などの必須研修以外の研修の

実施回数、受講者数
○ ○ ○

○

○

民間フォスタリング機関の設置数



計画項目 評価指標
毎年度目標

設定

資源の必要量・現在の取

組整備見込み量の記載

(R11時点目標）

現状確認のた

めの評価指標
指標案

平均措置期間(年) R5
乳児院 2.1
児童養護施設 6.5
里親 2.1

R7 R8 R9 R10 R11
児相における家族交流・プログラム実施数 63 126 189 252 315

R7 R8 R9 R10 R11
児相の心理担当課設置数 1 1 1 1 1

R7 R8 R9 R10 R11
児童福祉任用後研修受講者数 8 8 8 8 8
新任者見込み 9 9 9 9 9
修了割合 88% 88% 88% 88% 88%

若手職員育成のための所内研修の実施、最新の知識取得に係る外部研修を年１回ずつする

資源の状況を把握しながら、多様な保護者支援プログラムが確保できるよう取り組む

R7 R8 R9 R10 R11
児相を通じた特別養子縁組の成立件数 2 2 2 2 2

R7 R8 R9 R10 R11

あっせん機関を通じた特別要支援組の成立件数 0 0 0 0 1

里親・ファミリーホームや施設（乳児院・児童養護施設）の平

均措置期間
○

こどもの家庭復帰が難しい場合の親族等養育、特別養子縁組の検討など、早期のパーマネンシー保障に必要な判断・支援を着実に行って⾧期措置を防ぐための

児童相談所において専門チームや担当係の配置などの体制整備の研究を行っていく

児童相談所を通じた特別養子縁組の成立件数 ○ ○ ○

こどもの家庭復帰が難しい場合の親族等養育、特別養子縁組の

検討など、早期のパーマネンシー保障に必要な判断・支援を着

実に行って⾧期措置を防ぐための児童相談所における専門チー

ムや担当係の配置などの体制整備の状況

○ ○

○ ○

児童心理司を中心とした保護者支援プログラム等に関する研修

の実施回数やライセンス取得数
○

民間団体等への委託による保護者支援プログラム等の実施件数

○ ○

○ ○

第３章５永続的に安定

した養育環境を保障す

るための支援体制構築

に向けた取組

親子再統合支援事業による各種支援の実施件数 ○

親子関係再構築支援の専任職員の配置や専門チームの設置等の

支援体制の整備状況
○

民間あっせん機関を通じた特別養子縁組の成立件数 ○ ○ ○

○

親への相談支援等に関する児童相談所職員に対する研修の実施

回数、受講者数

○ ○



計画項目 評価指標
毎年度目標

設定

資源の必要量・現在の取

組整備見込み量の記載

(R11時点目標）

現状確認のた

めの評価指標
指標案

R5
申立件数 2

R5
フォスタリング機関相談支援件数 0

R7 R8 R9 R10 R11
受講者数 1 1 1 1 1

R5
連携の有無 0

こどもの家庭復帰が難しい場合の親族等養育、特別養子縁組の検討など、早期のパーマネンシー保障に必要な判断・支援を着実に行って⾧期措置を防ぐための

児童相談所において専門チームや担当係の配置などの体制整備の研究を行っていく里親支援センターやフォスタリング機関（児童相談所を含

む）、乳児院、民間団体等による特別養子縁組等の相談支援件

数

○（支援体制整備） ○

○民間あっせん機関に対する支援、連携の有無

早期のパーマネンシー保障に必要な判断・支援を着実に行って⾧期措置を防ぐための児童相談所において専門チームや担当係の配置などの体制整備の研究を

行っていく

特別養子縁組等に関する研修を受講した児童相談所職員数 ○ ○ ○

親との交流の途絶えたケース、親の行方不明、特別養子縁組不

同意ケース等に係る児童相談所⾧による特別養子適格の確認の

審判の申立件数

○（検討体制） ○



計画項目 評価指標
毎年度目標

設定

資源の必要量・現在の取

組整備見込み量の記載

(R11時点目標）

現状確認のた

めの評価指標
指標案

R7 R8 R9 R10 R11
小規模かつ地域分散化した施設数(養護施設) 32 32 30 30 30
入所児童数 186 186 175 175 177

その他ユニットでのケア数 4 4 5 5 6
入所児童数 32 32 38 38 36

加配人数 R7 R8 R9 R10 R11
家庭支援専門相談員 7 7 7 7 7
心理療法担当職員 8 8 8 8 8
自立支援担当職員 1 1 1 1 1
里親支援専門相談員 7 7 7 7 7
看護師加算 2 2 2 2 2

加配施設数 R7 R8 R9 R10 R11
家庭支援専門相談員 7 7 7 7 7
心理療法担当職員 7 7 7 7 7
自立支援担当職員 1 1 1 1 1
里親支援専門相談員 7 7 7 7 7

看護師加算 2 2 2 2 2

R7 R8 R9 R10 R11
親子支援事業 0 0 0 0 0
家族療法事業 1 1 1 1 1
家庭支援事業 4 4 4 4 4

R7 R8 R9 R10 R11
一時保護専用施設（施設） 1 2 2 2 2

R7 R8 R9 R10 R11
児童家庭支援センター設置数 1 1 1 1 1

R7 R8 R9 R10 R11
里親支援センター 1 1 1 1 1

R7 R8 R9 R10 R11
妊産婦等生活援助事業の実施事業所数 0 0 0 0 0

R7 R8 R9 R10 R11

市区町村の家庭支援事業を委託されている施設数 8 8 8 8 8

第３章６施設における

こどものニーズに対応

した質の高い養育の提

供と、地域のニーズに

応じた多機能化等の展

開

小規模かつ地域分散化した施設数、入所児童数 ○ ○ ○

妊産婦等生活援助事業の実施施設数 ○ ○ ○

○

児童家庭支援センターの設置施設数 ○

市区町村の家庭支援事業を委託されている施設数 ○

○○

○ ○

里親支援センター、里親養育包括支援（フォスタリング）事業

の実施施設数
○ ○

○ ○

一時保護専用施設の整備施設数 ○ ○ ○

養育機能強化のための事業（親子支援事業、家族療法事業等）

の実施施設数
○

養育機能強化のための専門職（家庭支援専門相談員、心理療法

担当職員、自立支援担当職員等）の加配施設数、加配職員数
○ ○ ○



計画項目 評価指標
毎年度目標

設定

資源の必要量・現在の取

組整備見込み量の記載

(R11時点目標）

現状確認のた

めの評価指標
指標案

R7 R8 R9 R10 R11
一時保護施設定員数(児相) 40 40 40 40 40

R7 R8 R9 R10 R11
一時保護専用施設（施設） 1 2 2 2 2
里親 17 17 17 17 17

R7 R8 R9 R10 R11
実施回数 1 1 1 1 1
受講者数 3 3 3 3 3

R7 R8 R9 R10 R11
第三者評価実施一時保護施設数 0 0 1 2 3
割合 33% 67% 100%
※３年に一度実施。 累計の数値

R5
一時保護施設の平均入所日数(児相) 15
一時保護施設の平均入所日数(施設） 27

R5
平均入所人数 11
定員 40
入所率 28%

一時保護施設の平均入所率

○

一時保護施設の平均入所日数 ○

第３章７こどもの権利

を最大限に尊重した一

時保護の実施に向けた

取組

○ ○

○○

一時保護施設職員に対する研修の実施回数、受講者数 ○

○

一時保護施設の定員数

○

第三者評価を実施している一時保護施設数・割合 ○ ○

一時保護専用施設や委託一時保護が可能な里親・ファミリー

ホーム、児童福祉施設等の確保数
○ ○

○



計画項目 評価指標
毎年度目標

設定

資源の必要量・現在の取

組整備見込み量の記載

(R11時点目標）

現状確認のた

めの評価指標
指標案

児童自立生活援助事業 R7 R8 R9 R10 R11
Ⅰ型 5 5 5 5 5
Ⅱ型 0 0 0 0 0
Ⅲ型 0 0 0 1 2

R7 R8 R9 R10 R11
社会的養護自立支援拠点事業か所数 1 1 1 1 1

自立のための打ち合わせを児相、施設等で実施。

第３章８里親や施設等

から円滑に自立するた

めの社会的養護自立支

援の推進に向けた取組

児童自立生活援助事業の実施箇所数（Ⅰ型～Ⅲ型それぞれの入

居人数。基本的に現状維持。１型は増加見込み）
○ ○ ○

社会的養護自立支援拠点事業の整備箇所数（現状維持） ○ ○ ○

社会的養護自立支援協議会の設置も含めた支援体制の整備状況 ○ ○



計画項目 評価指標
毎年度目標

設定

資源の必要量・現在の取

組整備見込み量の記載

(R11時点目標）

現状確認のた

めの評価指標
指標案

人口推計 R7 R8 R9 R10 R11
福祉総合相談センター 748,620 740,834 733,048 725,262 717,476

一関児童相談所 281,129 276,626 272,123 267,620 263,117
宮古児童相談所 108,411 106,285 104,159 102,033 99,908

計 1,138,160 1,123,745 1,109,330 1,094,915 1,080,501

R7 R8 R9 R10 R11
第三者評価実施一時保護施設数 0 0 1 2 3
割合 0.0% 0.0% 33.3% 66.7% 100%

R7 R8 R9 R10 R11
市町村支援児童福祉司の配置数 2 2 2 2 2

R7 R8 R9 R10 R11
児童福祉司スーパーバイザーの配置数 8 8 8 8 8

R7 R8 R9 R10 R11
医師（非常勤） 3 3 3 3 3

R7 R8 R9 R10 R11
保健師（常勤） 3 3 3 3 3

R7 R8 R9 R10 R11
弁護士（非常勤） 4 4 4 4 4

R7 R8 R9 R10 R11
児童福祉任用後研修受講者数 8 8 8 8 8
新任者見込み 9 9 9 9 9
修了割合 88% 88% 88% 88% 88%

R7 R8 R9 R10 R11
専門職採用者 100% 100% 100% 100% 100%

第３章９専門的な相談

対応を行う児童相談所

の強化等に向けた取組

○

○ ○

第三者評価を実施している児童相談所数・割合 ○ ○ ○

児童相談所の管轄人口（現状）

専門職採用者数（割合）（整備目標に対する実際の設置状況） ○ ○ ○

医師の配置数 ○ ○ ○

保健師の配置数 ○ ○ ○

弁護士の配置数 ○ ○ ○

こども家庭福祉行政に携わる都道府県（児童相談所）職員にお

ける研修（児童福祉司任用後研修、こども家庭ソーシャルワー

カーの養成に係る研修等）の受講者数

○ ○

市町村支援児童福祉司の配置数 ○ ○ ○

児童福祉司スーパーバイザーの配置数 ○ ○ ○


